
○橿原市入札監視委員会運営要領 

平成２０年９月１２日 

訓令甲第３０号 

改正 平成２４年１２月２７日訓令甲第３６号 

平成２６年３月２８日訓令甲第３号 

（趣旨） 

第１条 この要領は、橿原市入札監視委員会規則（平成２４年橿原市規則第６４号。以下

「規則」という。）第６条の規定に基づき、橿原市入札監視委員会（以下「委員会」と

いう。）の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（運用状況等の報告） 

第２条 委員会は、市が発注する建設工事等に関して、入札及び契約手続の制度運用状況

等について報告を受けるものとし、当該報告は、原則として会議開催以前６月間に市が

発注した工事に係る発注工事等総括表（様式第１号）、入札方式別発注工事等一覧表（様

式第２号）及び入札参加資格停止等の運用状況一覧表（様式第３号）を提出して行うも

のとする。ただし、次の各号に掲げるものにあっては、報告の対象から除外するものと

する。 

（１） 予定価格が１３０万円以下のもの 

（２） 橿原市の行為を秘密にする必要のあるもの 

（事案の抽出） 

第３条 委員会は、入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項について審議を行

い、市長に意見を述べる対象となる建設工事等の抽出に関する事務を、あらかじめ指定

した委員（以下「指定委員」という。）に委任するものとする。 

２ 指定委員は、委員会開催の２週間前までに、前条に規定する入札方式別発注工事等一

覧表の中から、入札・契約方法別に１件以上合計で１０件以内を抽出するものとする。

ただし、対象期間内に発注実績のない方式については、この限りではない。 

３ 指定委員は、委員会において、抽出結果の報告を行うものとする。 

（抽出事案の説明及び審議） 

第４条 審議の対象となる抽出事案の件数を可能な限り増やし、もって入札及び契約の透

明性と公平性をより一層確保するため、委員会の庶務担当課は抽出事案の説明を、抽出

事案説明書（様式第４号）を基に、必要最小限の資料により行う等審議の効率化を図ら
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なければならない。 

２ 委員会は、抽出事案に係る競争参加資格の設定及び指名業者の選定方法等について審

議を行うものとする。 

（会議の特例） 

第５条 緊急やむを得ない事情があり、規則第４条に定める会議が開催できない場合には、

同条の規定にかかわらず、委員長は、書類の回付をもって会議に替えることを決するこ

とができる。 

（公表） 

第６条 規則第４条第５項に規定する委員会の議事の概要の公表は、橿原市入札監視委員

会議事概要書（様式第５号）によって行う。ただし、公表に先立ち各委員の承認を得る

ものとする。 

附 則 

この要領は、令達の日から実施する。 

附 則（平成２４年１２月２７日訓令甲第３６号） 

この要領は、令達の日から実施する。 

附 則（平成２６年３月２８日訓令甲第３号） 

この要領は、平成２６年４月１日から実施する。 
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